
「こども未来戦略」の策定に関する指定都市市長会緊急提言 

 

 急速に進行する少子化・人口減少は、国が直面する最大の危機である。令和５年３月の「こ

ども・子育て政策の強化について（試案）」の公表、令和５年４月の「こども家庭庁」の設立

に当たり、指定都市市長会として、令和４年１１月２１日に「誰ひとり取り残さない持続可能

な「こどもまんなか社会」の実現に向けた提言」を、令和５年３月６日に「将来的なこども予

算倍増に向けたこども政策の強化の具体的検討に関する提言」を行ってきたところである。そ

うした中、令和５年６月１３日には、「こども未来戦略方針」において、（１）若い世代の所得

を増やす、（２）社会全体の構造・意識を変える、（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目な

く支援する、の３つの基本理念のもと、令和６年度から３年間の集中取組期間における「加速

化プラン」として、次元の異なる少子化対策の具体的な施策が示された。加速化プランについ

ては、指定都市を通じて実施される施策も多いことから、国とともに車の両輪となって、適切

な役割分担のもと、より一層、連携を強化し、子ども・子育て施策に取り組んでいかなければ

ならない。 

 基礎自治体として多くの子どもと子育て家庭に幅広い行政サービスを直接提供し、また大都

市としての総合力を有する指定都市が、我が国のこども政策を牽引する役割をしっかりと果た

していくため、今後の次元の異なる少子化対策の実現に向けた「こども未来戦略」の策定に当

たり、下記のとおり緊急提言する。 

記 

１ 制度設計等に当たっての地方との協議 

  加速化プランをはじめとした施策に係る制度設計の検討に当たっては、財源やスケジュー

ル等の具体的な検討内容を早期に示したうえで、指定都市をはじめとする地方自治体と協議

しつつ進めること。 

また、具体的な施策の推進に当たっては、地方の意見を十分に踏まえるとともに、地方自

治体に新たな人的・財政的負担が生じることのないように措置すること。 

  さらに、行政機関のみならず、地域の NPOや関係機関が協働してそれぞれの役割を主体的

に果たしていけるような仕組みを構築すること。 

 

２ 「加速化プラン」における具体的な施策の実施 

今回の加速化プランに盛り込まれた項目については、少子化「反転」に向けた取組の強化

に繋がることから評価するが、特に以下の項目については、「こどもまんなか社会」の実現

に向け、子ども政策に全力で取り組む指定都市において特に関心が高いものであり、引き続

き、指定都市の意見を踏まえつつ、施策の早期改善や財政措置の拡充など、強力に推進する

こと。 

⑴ 保育士配置基準の抜本的な見直し 

⑵ 保育所等の運営費の基準となる公定価格の処遇改善等加算の更なる拡充 

⑶ 伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金の継続的かつ効率的な実施 

⑷ 保険適用の導入検討を含めた出産等の経済的負担の軽減 



３ 更なるこども政策の強化について 

以下の項目については、次元の異なる少子化対策として、引き続き、具体的な施策の実施

を求める。 

（経済的支援の強化） 

⑴ 学校給食費の保護者負担額について自治体間で格差が生じないよう、国の責任において、

無償化をはじめとした恒久的な制度として必要な財政措置を講ずること。 

  また、保育所等の給食費については、独自の助成制度を実施する地方自治体が増えてい

る状況を踏まえ、長期的に安定した持続可能な全国一律の制度を創設すること。 

  加えて、給食に必要な施設整備や人材確保等、地方自治体に発生する様々な負担に対し

て、十分な財政措置を講ずるとともに、必要な財源を将来にわたり確実に措置すること。 

⑵ 各地方自治体がそれぞれ独自の助成制度を実施している子ども医療費助成制度につい

ては、将来を担う子どもたちが住む地域に関わらず等しく医療サービスを受けることがで

きるよう、社会保障制度として長期的に安定した持続可能な全国一律の制度を創設するこ

と。 

⑶ 多子世帯への保育料の負担軽減について、子どもの人数に応じた軽減が受けられるよう、

所得制限や年齢制限の撤廃等、施策の拡充を図ること。さらに、第２子以降の保育料につ

いて、無償化を進めること。 

⑷ 児童手当の所得制限撤廃、支給期間の延長及び多子加算の拡充に当たっては、当然に地

方自治体に負担を求めることなく、国において全額財政措置を図ること。 

 （幼児教育・保育サービスの強化及び全ての子育て家庭を対象としたサービスの拡充） 

⑸ 保育所等の利用者負担額については、各地方自治体で国の基準から軽減した保育料を設

定している状況を踏まえ、国基準保育料の引き下げを図り、財政措置を拡充すること。 

⑹ 地方自治体が実施する保育士等確保策、保育所等の防犯対策や老朽化対策等、安全確保

のための施設整備に係る補助金の交付要件の拡充や補助率の嵩上げ等の財政措置を講ず

ること。 

⑺ 医療的ケア児の保育所・放課後児童クラブ等への受入促進を図るため、各施設等への看

護師等の配置に係る財政措置の更なる拡充等を講ずること。 

⑻ こども誰でも通園制度については、既存の子ども・子育て施策との整理を図り、本格実

施に向けて制度設計の段階から、地方自治体と十分に協議を重ねて意見を尊重するととも

に、保育現場の意見も十分考慮し、保育の質の確保策を講じた制度を構築すること。 

⑼ 放課後児童クラブ等の運営費において、質の向上や人材確保のための更なる処遇改善、

効率的な運営の促進に要する経費及び施設を確保・維持するための賃借料について財政措

置の拡充を図るとともに、放課後子供教室と放課後児童クラブの連携や一体的運営を推進

するため、両事業を推進し、及び安定的・継続的に実施していくための財政措置を講ずる

こと。 

 ⑽ 子どもの体験・生活・学習支援や居場所づくりなど、子どもの貧困対策に係る施策の拡

充・強化と財政措置の充実を図ること。 

 



 ⑾ 不登校児童生徒等に対する支援として、専門的な相談等に対応するために配置している

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについて、不登校等の課題により丁

寧に対応するうえでは常勤職員であることが不可欠であるため、公立義務教育諸学校の学

級編制及び教職員定数の標準に関する法律において教職員定数として算定し、国庫負担の

対象とすること。 

 ⑿ 不登校への対応には、学校内外での支援体制の充実も重要であり、校内教育支援センタ

ー（スペシャルサポートルーム等）や学校外の施設等に通う児童生徒の多様な学びの機会

の確保に向け、専任教員の加配措置や、支援員等の配置等の財政措置を講ずること。 

 加えて、年々ニーズが拡大している教育支援センターの運営に関わる事業費への財政措

置や、夜間中学及び不登校特例校の学級編制標準の特例など実態に合った定数配当の充実

を図ること。 

   

   令和５年７月２５日 

指 定 都 市 市 長 会 


